
議  事  録 

議  題 戸塚区の地域ケアプラザの指定管理者の選定について 

日  時 平成１７年３月１１日（金）午後１時３０分から３時まで 

場  所 戸塚区役所４階３号会議室 

出 席 者 渡邉委員長（福祉保健センター長）、池田委員（副区長）、比江島委員（担当部長）、宇都宮委員（総

務課長）、小野崎委員（区政推進課長）、田中委員（地域振興課長）、山田委員（サービス課長）、

田中委員（サービス課担当課長）、白井委員（福祉保健課長）            ９名

欠 席 者 なし 

決定事項 ・横浜市上矢部地域ケアプラザの指定管理者として社会福祉法人「であいの会」を選定する。 

・横浜市東戸塚地域ケアプラザの指定管理者として社会福祉法人「横浜市社会福祉協議会」を選定する。 

・横浜市上倉田地域ケアプラザの指定管理者として社会福祉法人「開く会」を選定する。 

・横浜市平戸地域ケアプラザの指定管理者として社会福祉法人「聖ヒルダ会」を選定する。 

・横浜市原宿地域ケアプラザの指定管理者として社会福祉法人「聖母会」を選定する。 

・横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザの指定管理者として社会福祉法人「横浜市福祉サービス協会」を選定する。

・横浜市南戸塚地域ケアプラザの指定管理者として社会福祉法人「朋光会」を選定する。 

・横浜市下倉田地域ケアプラザの指定管理者として社会福祉法人「開く会」を選定する。 

（・汲沢地域ケアプラザの受託法人である社会福祉法人「横浜博萌会」の評価を決定する。） 

議  事 【提案趣旨】 

・地域ケアプラザの指定管理者制度の趣旨説明 

・作業部会で実施してきた書類審査、実地検査及び法人ヒアリング等の経過説明 

・作業部会で作成した評価結果（案）の説明 

 

【審議経過】 

委 員：現在受託している法人は、どういう経過で地域ケアプラザを受託することになったの

か。 

事務局：ケアプラザ建設時に、受託希望法人について、区で公募し、区の法人選定委員会を経

て、受託法人に決定したものであります。 

 

委 員：法人選定委員会の時と今回の指定管理者選定委員会とでは、評価項目に違いがあるの

か。 

事務局：今回は新規に公募ではないので、事業部門にこれまでの地域ケアプラザの実績を評価

する項目を設定しています。それ以外については、法人選定委員会の時とほぼ同様の

内容となっています。 

 

委 員：今回の評価には、外部評価を取り入れているのか。 

事務局：福祉局の今回の外部の考え方は、あくまでも利用者代表という位置づけになっており、

戸塚区では、地域で活動し、しかも地域ケアプラザを日ごろから利用している人たち

で組織されている運営協議会委員を作業部会の外部委員と位置づけ、幅広い意見を反

映させるために、一部の人を選ぶのではなく運営協議会委員全員（区・法人除く）に

評価をしてもらい、その結果を取り入れました。 

 

 



委 員：地域の福祉保健活動の拠点となっている施設なので、基本的には、地域で評価されて

いる法人が望ましいが、やはり５年後の選定の際には、外部委員の選定等変えていか

なければいけないのではないか。 

事務局：今の流れからすると、次回は見直しをする必要があると考えます。局の方針を踏まえ

たうえで検討していきたいと考えます。 

 

委 員：今回の評価により、施設ごとに優劣がつくわけであるが今後どのように活かしていく

つもりなのか？ 

事務局：今後、選定結果を個別に各運営法人へ伝えることになりますが、評価内容についても

各項目ごとの優劣について講評を行い、今後の施設運営にあたっての改善の材料とし

て有意義に活用していきたいと考えます。 

 

委員長：今回、対象９施設の評価を行った結果、ある程度点数に差がついたが、全ての施設が

指定基準を上回っているため、指定管理者として選定してよろしいか？ 

委員一同、了承 

  

【決定事項】 

・作業部会による評価結果について了承する。 

・評価結果に基づいて、現在の受託法人を指定管理者として選定する。

 

【附帯意見】 

・指定管理者選定委員会の公正性・公平性・透明性の確保の観点から、次回の選定の際は、選

定委員会委員に外部委員を含めることとする。また、併せて外部委員の選出方法や学識経験

者等の参加についても検討する必要がある。 

 

資  料 

特記事項 

・戸塚区における地域ケアプラザの指定管理者の指定に関する要綱 

・戸塚区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会運営要綱 

・戸塚区地域ケアプラザ指定管理者指定基準 

・選定委員会及び作業部会の委員名簿 

・評価結果 

 


